
 

 訪問介護事業所すこやか友が丘 運営規程 

 

（事業の目的） 

第 1 条 高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、入浴、排泄、食事の介護

その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 

 

（指定訪問介護の運営の方針） 

第 2 条 指定訪問介護の運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となるこ

との予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

（２） 自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

（３） 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに

必要な援助を行う。 

（４） 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。 

（５） 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供を行う。 

（６） 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその

家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

 

（指定介護予防訪問サービスの運営の方針） 

第 3 条 指定介護予防訪問サービスの運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１） 指定介護予防訪問サービスは、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の

自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるよう

な適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこ

ととする。 

（２） 指定介護予防訪問サービスの具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の

心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成す

るとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握（モニタリング）をし、モニ

タリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。 

（３） 指定介護予防訪問サービスの提供にあたっては、利用者の心身の状況等を把握し、介護保

険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできること

は利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 



 

（事業所の名称及び所在地） 

第 4 条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称  訪問介護事業所 すこやか友が丘 

（２） 所在地  神戸市須磨区友が丘 3 丁目 126 

 

（職員の体制） 

第 5 条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

（１） 管理者       1 名（常勤兼務）  

業務の実施状況を把握し統括する。 

（２） サービス提供責任者 5 名（常勤専従 1 名、常勤兼務 1 名、非常勤専従 3 名） 

    訪問介護計画の作成及び説明ならびに利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対す      

   る技術指導を行うとともに、自らも訪問介護の提供に当たる。 

（３）訪問介護員等    22 名（非常勤専従 22 名） 

    指定訪問介護の提供に当たる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第 6 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日   月曜日から土曜日までとする。但し、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く 

（２）営業時間  午前 8 時 45 分から午後 5 時 45 分までとする。 

         （サービス提供時間は、午前 8 時から午後 7 時まで） 

         12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く 

 

（サービスの内容及び利用料・その他の費用） 

第 7 条 指定訪問介護サービスの内容は次の通りとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、

厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるとき

は、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応ずる。 

（１） 身体介護 

・ 利用者の身体に直接接触して行う介助 

・ 介助に必要な準備及び後片付け 

・ 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助や専門的な援助 

・ 通院、外出介助 

（２） 生活援助 

  ・ 掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身のため、又は家族が障害･

疾病などのために、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる。 

 



 ２ 指定介護予防訪問サービスの内容は次の通りとし、その提供した場合の利用料の額は、介護

報酬の告示上の額（月単位）とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保

険負担割合証に記載された負担割合に応ずる。 

（１） 介護予防訪問介護（Ⅰ） ・・・ 1 週に 1 回程度 

（２） 介護予防訪問介護（Ⅱ） ・・・ 1 週に 2 回程度 

（３） 介護予防訪問介護（Ⅲ） ・・・ 1 週に 2 回を超えた場合 

 

  指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。なおその 

サービスが法定代理受領サービスである時は、介護報酬の告示上の額に利用者の介護保険 

負担割合証に記載された負担割合に応ずる。 

 

３ 次条の通常の事業の実施地域以外の居宅において行う訪問介護に要した交通費は、その実費

を徴収する。 

  タクシー利用の場合は、実費負担 

 

４ 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅においてサービスを行う場合は、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、提供するサービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意

を得るものとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第 8 条 通常の事業の実施地域は、神戸市須磨区とする。  

 

（緊急時等における対応方法） 

第 9 条 訪問介護員等は、現にサービス提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに、主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管

理者に報告しなければならない。 

 

（虐待防止・身体拘束の禁止のための措置） 

第 10 条 利用者の人権の擁護、虐待・身体拘束の防止等の為、次の措置を講ずるものとする。 

（１） 虐待防止・身体拘束の禁止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに 

その結果について従業員に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止・身体拘束の禁止の為の指針の整備 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 11 条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護等の提供を

継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（以下「業務継続



計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

 ２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するものとする。 

 ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行 

  うものとする。 

（衛生管理等） 

第 12 条 事業所は事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次の 

各号に掲げる措置を講じるものとする。 

（１） 事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する 

委員会の定期的な開催及びその結果についての従業者への周知 

（２） 事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止の為の指針の整備 

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止の為の 

研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止の為の訓練の定期的な実施。 

 

（ハラスメントに関する事項） 

第 13 条 本事業所は適切なサービス提供をする観点から、職場において行われる性的な言動 

  又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの（以下、 

  ハラスメント等）により職員等の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化等の 

  必要な措置を講じる。また、本事業所関係者以外のサービス利用者等からのハラスメント等 

  に関しても、職場におけるハラスメント等の防止の為の雇用管理上の必要な措置を講じる。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 14 条 訪問介護員等の資質の向上を図るため研修の機会を積極的に計画し参加させるものと

する。 

２ 職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、職を辞した後もその秘密

をもらしてはならない事を雇用契約の内容とする。 

 ３ 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を

完結の日から 5 年間保存しなければならない。 

４ この規程に定める事項の他運営に関する事項は、法人と事業の管理者との協議に基づいて

定めるものとする。 

 

 

 

附 則 

 この規程は、平成１８年５月１日から施行する。 

 この規程は、平成２１年１２月１５日改訂。 



 この規程は、平成２２年５月１日改訂。 

 この規程は、平成２２年６月１日改訂。 

 この規程は、平成２３年１１月１日改訂。 

 この規程は、平成２４年６月１日改訂。 

 この規程は、平成２４年９月１日改訂。 

 この規程は、平成２４年１２月１日改訂。 

 この規程は、平成２５年６月１日改訂。 

 この規程は、平成２５年８月１日改訂。 

 この規程は、平成３０年５月１日改訂。 

 この規定は、令和６年４月１日改訂。 


